
議案第５号 

   朝来市学童クラブ条例制定について 

 朝来市学童クラブ条例を別紙のとおり定める。 

  令和３年３月３日提出 

朝来市長 多 次 勝 昭 

提案理由要旨 

 児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第６条の３第２項に規定する放課後児童健

全育成事業を実施するため、所要の条例整備をしようとするものです。 

 

 

  



朝来市条例第 号 

   朝来市学童クラブ条例 

（設置） 

第１条 児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第６条の３第２項に規定する放課後児

童健全育成事業を実施するため、同法第 34条の８第１項の規定に基づき、朝来市学

童クラブ（以下「学童クラブ」という。）を設置する。 

 （名称及び位置） 

第２条 学童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

朝来市生野学童クラブ 朝来市生野町口銀谷 418番地４ 

朝来市糸井学童クラブ 朝来市和田山町高生田４番地１ 

朝来市大蔵学童クラブ 朝来市和田山町宮田 210番地 

朝来市和田山学童クラブ 朝来市和田山町和田山 474番地 

朝来市東河学童クラブ 朝来市和田山町中 370番地１ 

朝来市竹田学童クラブ 朝来市和田山町安井 61番地 

朝来市山東学童クラブ 朝来市山東町楽音寺 95番地 

朝来市中川学童クラブ 朝来市桑市 99番地 

朝来市山口学童クラブ 朝来市羽渕 390番地 

（入所対象児童） 

第３条 学童クラブに入所できる児童は、朝来市内の小学校（以下「小学校」という。）

に就学する児童であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

 (1) 保護者が労働により昼間家庭にいない児童 

 (2) 保護者の疾病、介護その他の事情によって、家庭で保護を受けることができな

い児童 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、保護者の申立てにより入所が必要と市長が認める

児童 

２ 前項の規定にかかわらず、疾病その他の理由により市長が利用を不適当と認める

ときは、入所することができない。 

 （開設時間） 

第４条 学童クラブの開設時間は、次の各号に掲げる日の区分に応じ、当該各号に定

めるとおりとする。 

 (1) 朝来市立小学校及び中学校管理運営規則（平成17年朝来市教育委員会規則第11

号。以下「規則」という。）第３条第１項第３号から第５号までに掲げる休業日（以

下「休業日」という。）以外の日 小学校下校時から午後６時まで 

 (2) 休業日 午前８時から午後６時まで 

２ 前項の規定にかかわらず、保護者の就労等の特別の事情があるときは、当該保護

者の申出により、開設時間を延長することができる。 

 （休所日） 

第５条 学童クラブの休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必

要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。 

 (1) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第 178号）に規定する休日 

 (2) ８月13日から８月15日まで及び12月29日から翌年の１月５日までの日（前号に

掲げる日を除く。） 

 (3) 日曜日 

 （入所の許可） 

第６条 保護者は、児童を学童クラブに入所させようとするときは、市長の許可を受



けなければならない。 

 （入所許可の取消し等） 

第７条 市長は、入所を許可した児童（以下「入所児童」という。）が次の各号のいず

れかに該当するときは、その許可を取り消し、又は利用を一時停止することができ

る。 

 (1) 第３条第１項各号に掲げる児童のいずれにも該当しなくなったとき。 

 (2) 第３条第２項の規定に該当したとき。 

 (3) 次条第１項に規定する使用料を２箇月以上滞納したとき。 

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 

(5) 感染症疾患を有し、他の利用者に感染するおそれがあるとき。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、学童クラブの管理上支障があると認めるとき。  

（使用料） 

第８条 入所児童の保護者は、学童クラブの利用に当たり、市長が定める期日までに

別表に掲げる使用料を納付しなければならない。 

２ 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、

その全部又は一部を返還することができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、学童クラブを利用する日が子ども・子育て支援法施

行規則（平成26年内閣府令第44号）第58条第４号に規定する内閣総理大臣が定める

場合に該当し、小学校が休業中（規則第４条に規定する臨時休業を含む。）の午前中

に限り、使用料は、徴収しない。 

（使用料の減免） 

第９条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することが

できる。 

 （職員） 

第10条 学童クラブに必要な職員を置く。 

 （事業の委託） 

第11条 市長は、学童クラブの事業の実施が可能と判断される団体等に対し、事業を

委託することができる。 

 （原状回復の義務） 

第12条 入所児童は、学童クラブの利用が終了したときは、直ちに原状に回復しなけ

ればならない。第７条の規定により入所の許可が取り消され、又は利用の一時停止

を命じられたときも、同様とする。 

 （損害賠償の義務） 

第13条 入所児童の保護者は、入所児童が故意又は過失により学童クラブの施設、附

属設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失した場合において、これを原状に回復で

きないときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない

理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。 

 （委任） 

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この条例による入所の許可に係る手続その他の必要な準備行為は、この条例の施

行の日前においても行うことができる。 

 （朝来市生野口銀谷ふれあいセンター条例の廃止） 



３ 朝来市生野口銀谷ふれあいセンター条例（平成19年朝来市条例第17号）は、廃止

する。 

 

  



別表（第８条関係） 

区分 時間 １人当たり使用料 

１日 午前８時～午後６時 800円 

半日 
午前 午前８時～午後１時 400円 

午後 午後１時～午後６時 400円 

備考 平日の利用に係る使用料については、１人当たりの使用料の額に月の初日から

月末までの間の平日の利用回数を乗じて得た額が次の表の１箇月当たりの利用限

度額を超えるときは、当該利用限度額とする。 

区分 単位 平日の１箇月当たり利用限度額 

８月 １人当たり 12,000円 

８月以外の月 １人当たり 8,000円 

 

 

 



議案第５号資料 

 朝来市学童クラブ条例逐条解説 

（設置） 

第１条 児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第６条の３第２項に規定する放課後児

童健全育成事業を実施するため、同法第 34条の８第１項の規定に基づき、朝来市学

童クラブ（以下「学童クラブ」という。）を設置する。 

【解説】 

  学童クラブの設置について規定するものです。 

学童クラブでは、児童に対し、授業の終了後に各施設において適切な遊びや生活

の場を提供して、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児

童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、その健

全な育成を図っています。 

 

 （名称及び位置） 

第２条 学童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

朝来市生野学童クラブ 朝来市生野町口銀谷 418番地４ 

朝来市糸井学童クラブ 朝来市和田山町高生田４番地１ 

朝来市大蔵学童クラブ 朝来市和田山町宮田 210番地 

朝来市和田山学童クラブ 朝来市和田山町和田山 474番地 

朝来市東河学童クラブ 朝来市和田山町中 370番地１ 

朝来市竹田学童クラブ 朝来市和田山町安井 61番地 

朝来市山東学童クラブ 朝来市山東町楽音寺 95番地 

朝来市中川学童クラブ 朝来市桑市 99番地 

朝来市山口学童クラブ 朝来市羽渕 390番地 

【解説】 

 学童クラブの名称及び位置について規定するものです。各小学校区域に１箇所ず

つ設置しています。 

 

（入所対象児童） 

第３条 学童クラブに入所できる児童は、朝来市内の小学校（以下「小学校」という。）

に就学する児童であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

 (1) 保護者が労働により昼間家庭にいない児童 

 (2) 保護者の疾病、介護その他の事情によって、家庭で保護を受けることができな

い児童 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、保護者の申立てにより入所が必要と市長が認める

児童 

２ 前項の規定にかかわらず、疾病その他の理由により市長が利用を不適当と認める

ときは、入所することができない。 

【解説】 

  学童クラブに入所できる対象児童について規定するものです。入所できる児童は、

平日は、小学校下校時から夕方まで家庭に保護者がおらず、家庭で監護ができない

児童です。休業日は、朝から夕方までで平日と同じ条件の児童が対象となります。 
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  しかし、第２項で規定するように、疾病等にかかっている児童で療育が必要とな

る児童は入所ができません。 

 

 （開設時間） 

第４条 学童クラブの開設時間は、次の各号に掲げる日の区分に応じ、当該各号に定

めるとおりとする。 

 (1) 朝来市立小学校及び中学校管理運営規則（平成 17 年朝来市教育委員会規則第

11 号。以下「規則」という。）第３条第１項第３号から第５号までに掲げる休業

日（以下「休業日」という。）以外の日 小学校下校時から午後６時まで 

 (2) 休業日 午前８時から午後６時まで 

２ 前項の規定にかかわらず、保護者の就労等の特別の事情があるときは、当該保護

者の申出により、開設時間を延長することができる。 

【解説】 

  学童クラブの開設について規定するものです。平日は、小学校下校時から午後６

時まで。小学校の休業日は午前８時から午後６時までですが、保護者の申出により、

午前は７時 30分から、午後は６時 30分まで延長することができます。 

 

 （休所日） 

第５条 学童クラブの休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必

要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。 

 (1) 国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日 

 (2) ８月 13日から８月 15日まで及び 12月 29日から翌年の１月５日までの日（前

号に掲げる日を除く。） 

 (3) 日曜日 

【解説】 

  学童クラブの休所日について規定するものです。お盆と年末年始及び日曜日、祝

祭日以外は開所しています。 

 

 （入所の許可） 

第６条 保護者は、児童を学童クラブに入所させようとするときは、市長の許可を受

けなければならない。 

【解説】 

  学童クラブに児童を入所させるには、市長の許可が必要であることついて規定す

るものです。 

 

 （入所許可の取消し等） 

第７条 市長は、入所を許可した児童（以下「入所児童」という。）が次の各号のいず

れかに該当するときは、その許可を取り消し、又は利用を一時停止することができ

る。 

(1) 第３条第１項各号に掲げる児童のいずれにも該当しなくなったとき。 

 (2) 第３条第２項の規定に該当したとき。 

 (3) 次条第１項に規定する使用料を２箇月以上滞納したとき。 

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 

 (5) 感染症疾患を有し、他の利用者に感染するおそれがあるとき。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、学童クラブの管理上支障があると認めるとき。  
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【解説】 

  学童クラブに入所している児童の入所許可の取り消し等について規定するもので

す。 

  家庭で監護が可能となった場合は、入所要件に該当しなくなります。また、使用

料を２箇月以上滞納した場合などは許可を取り消すこととなります。 

  第１号から第４号、第６号の規定は、許可の取り消し事由と、第４号から第６号

は利用の一時停止事由となります。 

  第４号と第６号は、許可の取り消し事由と一時停止事由の両方が考えられますが、

その理由によって判断することとなります。 

 

（使用料） 

第８条 入所児童の保護者は、学童クラブの利用に当たり、市長が定める期日までに

別表に掲げる使用料を納付しなければならない。 

２ 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、

その全部又は一部を返還することができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、学童クラブを利用する日が子ども・子育て支援法施

行規則（平成 26 年内閣府令第 44 号）第 58 条第４号に規定する内閣総理大臣が定

める場合に該当し、小学校が休業中（規則第４条に規定する臨時休業を含む。）の午

前中に限り、使用料は、徴収しない。 

【解説】 

  学童クラブの使用料について規定するものです。第３項では、令和２年２月 27日

施行の子ども・子育て支援法施行規則第 58 条第４号に規定する内閣総理大臣が定

める場合を定める件により、新型コロナウイルス感染症により臨時に休園等をする

場合が、災害その他緊急やむを得ない場合として定められたため、利用者の責めに

よらない理由により通常発生しない午前中の使用料を徴収しないことを規定するも

のです。 

 

（使用料の減免） 

第９条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することが

できる。 

【解説】 

  学童クラブの使用料の減額又は免除について規定するものです。 

 

 （職員） 

第 10条 学童クラブに必要な職員を置く。 

【解説】 

  それぞれの学童クラブに支援員を配置することについて規定するものです。 

 

 

 （事業の委託） 

第 11条 市長は、学童クラブの事業の実施が可能と判断される団体等に対し、事業を

委託することができる。 

【解説】 

  学童クラブの運営について、実施できる団体等に委託することができることを規

定するものです。現在、９施設ともに地域の団体に委託しています。 
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 （原状回復の義務） 

第 12条 入所児童は、学童クラブの利用が終了したときは、直ちに原状に回復しなけ

ればならない。第７条の規定により入所の許可が取り消され、又は利用の一時停止

を命じられたときも、同様とする。 

【解説】 

  学童クラブに入所している児童は、利用が終了したときは、施設内の片づけを行

うものとすることを規定するものです。 

 

 （損害賠償の義務） 

第 13条 入所児童の保護者は、入所児童が故意又は過失により学童クラブの施設、附

属設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失した場合において、これを原状に回復で

きないときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない

理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。 

【解説】 

  学童クラブにおける損害賠償の義務について規定するものです。 

 

 （委任） 

第 14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。 

【解説】 

  この条例の施行に関する細目について規則委任することを規定するものです。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この条例による入所の許可に係る手続その他の必要な準備行為は、この条例の施

行の日前においても行うことができる。 

 （朝来市生野口銀谷ふれあいセンター条例の廃止） 

３ 朝来市生野口銀谷ふれあいセンター条例（平成 19年朝来市条例第 17号）は、廃

止する。 

【解説】 

  附則として、この条例の施行期日、準備行為の特例について規定するものです。 

  また、生野学童クラブ及び生野子育て学習センターについて規定している朝来市

口銀谷ふれあいセンター条例を本条例の施行に伴い、廃止することを規定していま

す。 
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別表（第８条関係） 

区分 時間 １人当たり使用料 

１日 午前８時～午後６時 800円 

半日 
午前 午前８時～午後１時 400円 

午後 午後１時～午後６時 400円 

備考 平日の利用に係る使用料については、１人当たりの使用料の額に月の初日から

月末までの間の平日の利用回数を乗じて得た額が次の表の１箇月当たりの利用限

度額を超えるときは、当該利用限度額とする。 

区分 単位 平日の１箇月当たり利用限度額 

８月 １人当たり 12,000円 

８月以外の月 １人当たり 8,000円 

【解説】 

  使用料を別表としています。使用料は、１日で 800円、半日で 400円です。ただ

し、平日の利用で、月に 8,000円（夏休みとなる８月は 12,000円）を上限としてま

す。また、１箇月の利用限度額には土曜日利用の使用料は含まれません。 
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